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＜実践研究＞

特別支援教育の理念を基軸に据えた新たな時代に対応する 
特別支援学校の生徒指導

―― 「統制環境における学び」と「機関連携によるチームワーク」を基にして ――

* 兵庫県立芦屋特別支援学校

秋元　雅仁 *

　近年，多くの特別支援学校で，知的な遅れは比較的軽度であるものの，①対人関係を円滑に結ぶことが難
しい，②社会的なルールやマナーの理解が十分でない，③感情の自己コントロールが上手でない，などの様
相を呈する生徒の入学する割合が急増しており，兵庫県においても同様の傾向が見られる。
　兵庫県立Ａ特別支援学校では，暴力による他害行為（対教師暴力），器物損壊，飲酒 ･ 喫煙などを繰り返し，
殺人未遂に充当する行為にも及んだ高等部２年生の男児に対し，これまでの対処療法的な生徒指導を改め，
矯正教育で用いられている「統制－参加－委任」という段階的指導環境調整の手法を用いて，抜本的な指導
環境の調整を図るとともに，育て直しの取り組みに着手した。本研究では，指導に関わるあらゆる価値観や
行動内容を教師側が提示し，不必要な刺激を除去し，正しい価値観に基づき生徒と指導者との相互作用の中
で行動を円滑に促すことを目的とした統制段階での指導に注目し，「期待と感謝」「実践的職業」「生命尊重」
の三項目を基盤に据えた指導内容に取り組んできた。また，男児が居住する福祉機関や主治医の医療機関と
もケースカンファレンスなどを通して共通理解を図りながら，各機関が可能な取り組みを並行して実践する
という機関連携によるチームワークにも取り組んできた。
　今，特別支援学校をはじめ多くの学校で，毅然としてとことん面倒を見るゼロトレランスの発想に基づい
た「育て直し」の生徒指導が求められている。

キーワード：段階的指導環境調整，統制段階，期待と感謝，チームワーク，育て直し

Ⅰ．研究の目的

　近年の特別支援学校（知的障害）に在籍する児童生
徒の増加は多くの学校や自治体において喫緊の課題で
あり，特に高等部において増加が著しく，その中でも
軽度知的障害のある生徒が増え，高等部全体の中で占
めるその割合も多くなってきていることが明らかと
なった（石井， 2010）。本校高等部においても全体的
に生徒数が増える中，療育手帳Ｂ1およびＢ2の所持生
徒の数が2010年度に比して増加しており， その数はＢ1

は14名から21名へ，Ｂ2は26名から35名へと増加して
いる。高等部全体に占める割合も，Ｂ1は14.9％から
19.1％へ，Ｂ2は27.7％から31.8％へそれぞれ増加して
いる（Table 1）。それに伴う現状として，知的に大き
な遅れは見られないものの，「①対人関係を円滑に結
ぶことが難しい」「②社会的なルールやマナーの理解
が十分でない」「③感情の自己コントロールが上手で
ない」などの様相を呈する生徒らの暴力による他害行

為や器物損壊・飲酒・喫煙というような反社会的行動
や，不登校をはじめとする非社会的行動などが増加し，
従来の生徒指導とは内容を異にした新たな対応策を講
じることが急務になってきている。
　高等部２年生に在籍しているＡ児（17歳）は，2007
年１月に実施した新版Ｋ式発達検査2001〈認知８歳
５ヶ月，言語６歳８ヶ月，全領域７歳３ヶ月，発達指
数57； 療 育 手 帳 Ｂ2〉 や，2010年11月 に 実 施 し た
WISC-Ⅲ〈FIQ52，VIQ45，PIQ69；療育手帳 B1〉の
結果から，概ね中程度の知的障害と考えられ，現在，
知的障害児施設Ｓ学園（以後，学園と略す）に入所し
ながら本校の送迎バスで通学している。本校入学当初
より，感情の自己コントロールが上手でなく，気にく
わないことがあると「対教師暴力」「器物損壊」など
反社会的行動を繰り返してきた。これらの行動は，居
住施設である学園内でも同様に見られ，2011年６月に
は，自己の欲求充足が叶わなかった際，唐突に学園の
ガラス窓を叩き割り，制止に入った女性職員の頚部を
絞め失神させる行為に及んだ。当該職員からの被害届
は出されなかったものの，Ａ児の行為が殺人未遂に充
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当するものであることは自明である。自己の感情をコ
ントロールすることができず，思いのままに発作的に
行動するＡ児は，精神科専門医院である兵庫県立Ｙ病
院（以後，主治医と称す）にも定期的に通院しており，
てんかん発作の他，「感情の不安定さをともない，結
果を考慮せず衝動に基づいて行動する傾向が著しい」

（ICD-10, 1992）とする情緒不安定性人格障害の疑い
も考えられることから，テグレトール錠（400mg）・
リボトリール細粒（1.5g）などの抗てんかん薬を１日
３回，衝動性を抑制するためのストラテラ錠（50mg）
を１日２回，パニック時には精神安定剤であるリスパ
ダール内容液を１回1.5ml 服用するなど薬物治療も並
行して行っている。今の状況で再犯した場合，およそ
医療少年院への送致は免れないであろうと考えられ
た。
　Ａ児を矯正教育機関の場で再教育することも選択肢
の１つである。出席停止や謹慎処分など排除を意図し
た懲戒権を仮に学校が行使したとしても，最後にはギ
ブアップする可能性がないとは言い切れない。しかし，
そうした状態に陥る前に学校教育の場でＡ児に再教育
を施すことは本当に不可能なのだろうか。教師たちの
責任と覚悟が問われていると思われた。
　本研究では，特別支援学校（知的障害）の教育課程
を基本としながら，個々の抱える状況に応じて根拠に
基づいた指導を必要とする特別支援教育の理念を基軸
に据え，矯正教育で用いられている環境調整の手法や
生きる力の育成，職業教育などを活用した育て直しの
実践に取り組んだ。さらに，医療機関・福祉機関など
とも連携しながら，互いの共通理解を図り，チームと
しての実践を進めてきた。教育実践という縦糸と機関
連携によるチームワークという横糸を紡いでいくこと
により，Ａ児の発達成長を今いる環境の中で促し，保
障していこうとする本校の実践は，発達障害など，新
たな対応を要する児童生徒の急増が続く特別支援学校
はもとより，通常の学校における今後の支援の在り方

にも資するのではないかと考える。

Ⅱ．方　法

　まず，Ａ児の生育歴・家庭環境をはじめ，小学校入
学以後の今日に至るまでの主たる問題行動や事件とそ
の対処方法などについて，子ども家庭センターの保持
する資料を閲覧させてもらいプロフィールとしてまと
めた。プロフィールからは，幼少期からの家庭環境の
劣悪さ，問題行動への対処療法的な教育措置などが読
み取れた。プロフィールを分析するにあたっては，質
的データ分析の手法（佐藤， 2008）を参考にしてリス
クアセスメントを行った。その結果，若い女性へのつ
きまといの事象から「女性に対する強い愛着欲求」の
課題が，叱責や反省を促されても万引きや窃盗を繰り
返している事象からは「認知の歪み」や「正しい道徳
観の欠如」「耐性力の欠如」「改善意欲の欠如」あるい
は「言語理解力や言語表現力の不足」など，それぞれ
反社会的行動につながる複数の個別課題が明らかとな
り，罪を犯すことなく正常な社会生活を送っていくた
めに誰もが必要としている「自己調整力（self-control）」

（上田， 2007） や， 善悪の判断と正義に基づいて不適切
な行動を弾き返す「弾力（resiliency）」（向井，2007）
を育成していくことを最終目標に，プロフィール分析

（Fig. 1）としてまとめた。
　この結果を基にして，Ａ児の指導にあたって「統制
－参加－委任」という矯正教育の現場で用いられてい
る三段階リリース方式（品川， 2005）の段階的指導環
境調整手法を用いることとし，現時点では特に統制段
階に注目した。統制段階とは，「行動内容」をはじめ「教
室環境」「指導人材」「指導内容」など指導に関わるあ
らゆる価値観を教師側がコントロールしていきなが
ら， 正しいモデルを示し （モデリング） たうえで， 問題
を解決させ（問題解決），認知の再構成を図っていく（認
知再構成）ための，教師とＡ児との相互作用の積み重

Table 1　在籍生徒数と障害区分割合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　単位は（人）　　割合の単位は（％）

学年 年度 Ａ 割合 Ｂ１ 割合 Ｂ２ 割合 合計 割合

2010 18 52.9 6 17.7 10 29.4 34 100
2011 17 39.5 9 21.0 17 39.5 43 100
2010 18 54.6 4 12.1 11 33.3 33 100
2011 19 57.5 5 15.2 9 27.3 33 100
2010 18 66.7 4 14.8 5 18.5 27 100
2011 18 52.9 7 20.6 9 26.5 34 100
2010 54 57.4 14 14.9 26 27.7 94 100
2011 54 49.1 21 19.1 35 31.8 110 100

高等部１年生

高等部２年生

高等部３年生

合計
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Fig. 1　Ａ児のプロフィール分析図

ねの段階である（向井， 2005）。この段階で発生する
失敗や未達成は，モデルを示している教師との相互作
用の結果であると言え，失敗や未達成が生じれば再度
前段階に戻りながら同じステップの指導を繰り返すな
ど，より高次な段階へとステップアップしていくため
の「足場作り」（Mitchell, 2008）の段階と言える。
　具体的な指導の実施にあたっては，「適切に感情を
調整する力の育成」と「様々な欲求や誘惑をはね返す
弾力の育成」を長期目標とした「個別の指導計画」

（Fig. 2）を作成するとともに，日常のＡ児の様子を
「日々の様子」（Fig. 3）として記録し，それぞれを段
階移行の際の評価に用いた。また，これまでのケース
カンファレンスや個人懇談会を通した各機関との意見
交換について，「日々の様子」に反映させると共に，

「ケースカンファレンス報告書」（Fig. 4）としてまと
めた。さらに，これらの実践の効果を，Achenbach

（2010）が開発した心理社会的な適応 / 不適応状態を
包括的に評価するシステムである Achenbach System 
of Empirically Based Assessment（ASEBA）のうち，
教師用の「Teacher＇s Rating Form（TRF）子どもの
行動チェックリスト」を活用して，同年代の比較的落
ち着いていると思われる男児のプロフィール，統制プ

ログラム開始直後（７月）のＡ児のプロフィール，統
制プログラム開始後３ヶ月を経た時点（10月）のＡ児
のプロフィールをそれぞれ作成し比較検討することと
した（Fig. 5）。なお，「TRF 子どもの行動チェックリ
スト」は指導者らが答える質問紙法であることから，
評価者である指導者側の主観が評価に大きく影響する
ことが懸念される。そこで，より客観性に配慮するた
め，特定した複数評価者の平均値を求めプロフィール
の数値として示した。
　このような，学校における日常観察の記録である

「日々の様子」や他機関との意見交換を記録した「ケー
スカンファレンス報告書」，「TRF プロフィール」で
示された数値の変化を，Ａ児の情緒や行動の安定の目
安として段階移行の際の評価として活用することとし
た。

Ⅲ．結　果

（1）各機関での実践
【学校】
　1）指導環境の調整
　まず，正しい道徳観を示し誤った認知を是正すると

Ａ 児「プロフイール」分析 

兵庫県立Ａ特別支援学校 

①浮き彫りにした指導課題 

 
モデルとなっている過去の環境面 

①甘えられない家族関係〈異父長兄らからの日常的な暴言や暴力・頼れない姉〉 
②居場所のない教室〈級友らからの誹りやいじめ・暴力で一変する周囲の態度〉 
③悪質な交友関係〈誘惑と命令の関係・善悪の判断の棚上げ〉 

 
 

 
現在の現象面 

 

 物への欲求          人（性）への欲求 

 
 
 
 

執拗な要求行動 

 
 
 
 

母 親      Ｓ学園指導員     女性教員 

 

 
 
 
 
            

要求の発展          他害行為（物の破壊） 
                  他傷行為（対大人） 

などパニック症状 
 
 

欲求抑制の脆弱さ 

慣れからくる不遜性 

欲求充足への固執 

欲求充足 欲求未充足 

強強いい集集団団同同一一性性感感情情        

愛愛着着欲欲求求   

耐耐性性力力のの欠欠如如   

暴暴力力にに依依存存すするる   

認認知知のの歪歪みみ   

注目行動 

言言語語表表現現力力のの欠欠如如   

自自己己調調整整力力

のの未未発発達達   

対対人人関関係係性性ににおおけけるる   

認認知知のの歪歪みみ   

                    

改改善善意意欲欲のの欠欠如如   

弾弾力力   

のの未未発発達達   

正正ししいい道道徳徳観観のの欠欠如如   

②具体的教育方策 

★卒業までに身につけさせなければならない力 

①感情や欲求等の自己コントロールを促す「自己調整力」 

②様々な阻害要件を跳ね返す「弾力」 

③正しい道徳観 

 

 

★指導体制の充実（環境コントロール） 

１（組織） 

指導者の情報および価値観の共有（共通理解と同一方針） 

＊誰もが自分も向き合っている一人であるという自覚と逃げない覚悟 
＊外野（生徒・親・教師）の声や価値観に惑わされない強い信念 
＊率先垂範した指導と正しい道徳観に満ちたモデルとしての姿勢 
＊残された２１ヶ月で絶対に矯正させなければならないとする責任感 

２（内容） 

①科学的根拠（エビデンス）に基づいた指導の徹底 

     ＊認知処理方法等に基づいた指導方略の展開 
   ②強い道徳性に満ちたゼロトレランスの指導の徹底 

３（環境） 

システム経営の徹底 

     ＊「統制」「参加」「委任」の三段階システムに基づいた指導プログラムの徹底  
＊個別の指導計画の徹底 
＊評価基準に基づいた判定会議（拡大支援会議）での決定を重視 

   （１）「統制」段階における指導体制 

・個別指導・・・男性完全「２人体制」で別室指導 
規律違反や勝手な行動あるいは暴行暴動等が見られた場合

には、毛布等で即座に確保し、倉庫室へ移動させ落ち着か

せる。 
（２）「参加」段階における指導体制 

・小集団指導・・男性完全「２人体制」での通常教室での指導 
規律違反や勝手な行動をした場合には、即座に男性「４人 
体制」で確保し別室へ移動させ、個別指導に切り替える。 
罰則の適用は明確な基準に基づいて即座に実行する。 

（３）「委任」段階における指導体制 

      ・集団指導・・・通常体制 
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Fig. 3　「日々の様子」の記録例

日付 プログラム 生徒の様子 気づいたこと

朝礼

朝清掃

格技

職業

12:00下校

朝礼

朝清掃

格技

職業

給食

国数

朝礼

朝清掃

職業

給食

格技

14:00下校

朝礼/計画

清掃

作業

格技

総合

朝礼/計画

＃
２４

１０／８
（土）
15:00

運動会

一日，全校的には運動会だったが，Ａ児は午後の学部選抜リレーに
のみ参加するということで，午前中は木工室でシーソー作りの作業
を行った。今日は土台を補強する枠組作りを行った。木材の「切
断」「接着」などの作業を飽きることなく取り組むことができた。
昼食はＳ学園の皆と一緒に摂り，午後のリレーも落ち着いて参加す
ることができていた。姉が見学に来ており「姉と遊びたい」という
希望は叶わなかったが，百均の店に行くことで気持ちを納めること
ができていた。

リレーの際に女性教員らと接す
る機会もあったが，事前に「行
きすぎた場合には肩を叩いて合
図する」と言っておいたとこ
ろ，握手程度の友好的な態度で
納めることができていた。

総合評価

Ａ

　翌6/30に○○病院に行き，セ
トウス錠（精神安定剤）を200mg
に増量される(朝・昼・夜・寝る
前)。

＃２

　１回目に比べ，少し主体的な会話が増えてきた。昼休みに中庭で
ラジコンをして遊ばせたり，自転車に乗せたりした。興奮する様子
もなく，刺激が少ない教室で，ルーティンな体を動かすプログラム
であり，さらに教師と一緒にそれらのプログラムをするという大き
く３つの要素を取り入れたことで，落ち着いて過ごせているのでは
ないかと思われる。教師側もまた他の教師達の揶揄する声にまどわ
されることなく，伸び伸びと取り組めているように感じられた。

　「５つの誓い」と「５つの約
束」を唱和させることにした。

６／２７
（月）

　朝から顔色が良くなくトロンとした目をしており，何をするにも
面倒な様子で，一目で調子が良くない状態であると感じられた。事
前に教頭・事務長には笛をふくかもしれない旨伝えておいた。朝の
清掃もしんどそうだったので，9:30～10:30までの1時間保健室で休
ませることにした。1時間後迎えに行き「起きられるか」と尋ねると
「起きられる」と答えるので，そのまま職業のプログラムを実施し
た。外気温35℃と灼熱であったが，運動場の芝生の草取りや散水を
行った。この頃より顔色が良くなり元気になり始めた。昼から格技
の相撲を導入したが，しっかりと取り組むことができていた。

６／２９
（水）

＃３

＃
２２

１０／５
（水）
14:00

ラジコンで昨夜遅くまで遊んでいたようで，睡眠不足からしんどそ
うだったので，自分で10:00までと決めさせて仮眠をさせた。その
後，11:30まで滑り台の台座作りに取り組ませたが，作業には集中し
て取り組めていた。午後からは久しぶりに相撲の練習をさせたが，
体力が続かずバランスも悪くかなりばてているようであった。ラジ
コンのLEDライトを買いたいと言っていたが，職員会議があることを
理由に断り相手にしなかったところ，その後口にすることはなかっ
た。

休みの日が続くと活動が少なく
なるせいか，体調の調整が難し
くなるようであり，体調を整え
ようという自覚もかなり不足し
ているように思われる。日数制
限を緩和していくべきなのだろ
うか

＃
２３

１０／７
（金）
12:00

今日は朝食も十分に摂らずに登校したようで，朝から眠たそうな顔
をしていた。そこで，今日の予定（木工作業と柔道）を伝え，朝礼
後10時まで仮眠させた。寝起きは決してよいとは言えなかったが，
それでも10時には起きて木工作業に移ることができた。作業中，
「教頭先生との柔道を休みたい」と言うので，なだめすかしたが
「しんどい」の一点張りだったので，「自分で教頭先生に言いなさ
い。」と突き放したところ，自分から教頭先生にその旨を伝えるこ
とができていた。教頭先生からもかなり説得していただいたが，全
く乗り気でないようだったので，「じゃあ，今日は休もう。ただ，
次回は必ず参加すること。」と約束させて，休ませることとした。
結局，10:00から12:00まで２時間継続して作業に取り組んだ。

シーソー作りもかなり本格化し
てきており，前回は１時間半，
今回は２時間と，長時間作業に
取り組むことができるように
なってきている。10/17から登校
時にスクールバスを利用するこ
とを提案したところ本人も「乗
りたい」と言うので，「そのた
めには早く起きる練習も必要」
と付け加えたところ，本人の了
解が取れた。

作業

第二回
判定会議
（１０／１１）

評価所見

「第１統制段階の１」においては，真夏を挟んでいたからか，学園での睡眠が十分でない
（夜遅くまで眠れない）ようで，登校後も仮眠をすることが多かったが，安心感からか本来
持っている素直な姿を見せるようになり，TRFプロフィール結果（10月分）にも示されている
ように，反抗性や攻撃性は皆無と言っていい状態まで改善している。学習への取り組みに
ついてはまだまだ主体的とは言えないが，少しずつ長時間の継続が可能となってきてい
る。

今後の方針

「第１統制段階の２」（登校時または下校時のスクールバス利用）に移行する。
登校日数は，従前通り週三日（月・水・金）とする。
学習内容については，これまでと同様「月：４コマ」「水：３コマ」「金：２コマ」（作業・運動・総合）に取り組
む。
期間は１ヶ月を目途とする。（次回判定会議：２学期末・・・１２月２０日前後）

Ａ児　日々の様子（第一統制段階）

＃１
６／２４
（金）

　登校時すぐに校長室で，学校長から新たな取り組みについて説明
していただき，そのままカウンセリング室に移動した。かなり緊張
している様子であったが，指示に対し素直に応じる様子が見られ
た。

  朝礼では，Ｓ学園の指導員も
同席して，学校長から訓話を受
け，さらに今後の登校方法や学
校生活に関する諸注意を説明し
た。
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Fig. 4　ケースカンファレンス報告書例

高等部２年生Ａ児 2011 年度　第１回ケースカンファレンス報告書 

兵庫県立Ａ特別支援学校 
自立活動部・高等部２年生 

日 時 2011 年（平成 23 年）6 月 16 日 午後 6:30～午後 8:30 
場 所 Ｓ学園 2F 会議室 
参加者 （医療）○○病院：ＸDr（外来主治医）・ＹDr（病棟主治医），ＺPsc（ソーシャ

ルカウンセラー） 
（福祉）Ｓ学園：Ｙ主任指導員・Ｋ指導員（担当） 
（福祉）子どもセンター：Ｔケースワーカー 
（教育）芦屋特別支援学校：教頭・Ａ教諭（担任）・Ｂ講師（担任）・Ｃ教諭 

【入院中の KM児の様子】 

（ＸDr より） ・入院当初は緊張しているようで心の乱れもなかったが，一週間もする 
と慣れてきた様子。それとともに，他の入院患者の物を窃盗し，クレ 
ームをつけた患者に対し口の中を切る暴行を加える。窃盗した物は病 
院で回収し持ち主に返還する。暴行を受けた患者は，病院側の勧めも 
あったが被害届は出さなかった。 

・多動性を抑制するストラテラ剤を服用していたが効果が期待できない

と判断し，現在はセトウス剤（向精神薬）を 1 日 1 回 2 錠 50mg 服用

させている。150mg まで増量の予定。薬の副作用からか日中はボーッ

トしていることが多いようである。 
 
【学校での今後の取り組みについて】 

（学校：Ｃ教諭より内容説明）  

・Ａ児の過去のプロフィールを作成・分析をし，彼が社会人として生きていくた 
めに必要な力は何かを抽出した。そして，卒業までの 21 ヶ月で本気でその力 
を身につけさせていくためには，やはり環境コントロールが必要であり，統制・ 
参加・委任という段階別の指導体制を構築して，種々の弱さを誘発する刺激を 
当面は除去した中での指導が必要なのではないかと考えている。そのことに対 
するそれぞれの立場からの意見を伺いたい。 

（医療：ＸDr 他より質問・意見）  

・現状では，卒業後警察のお世話になることも考えられる。 
・ルールや取り組みの枠組みをはっきりさせていくことは本人にとってはわかり

やすいことだろう。また，時間を制限することも良いが，いきすぎるのは良く

ないだろう。 
・昨年実施していた方法は評価できないのか。本人なりに成長していると考えら

高等部 2 年生Ａ児 2011 年度 第２回ケースカンファレンス報告書 
日 時：2011 年（平成 23 年）10 月 6 日（木）15:30～16:30 
場 所：兵庫県立○○病院  
参加者：学校・・・Ａ自立活動部長 Ｂ高等部 2 年生担任 

Ｓ学園・・Ｘ指導員 
病院・・・ＹDr ＺDr 

テーマ：指導環境調整実施後のＫＭ児の中間的評価や今後の課題について 
《病院の評価》：ＹDr 

・これまでの定期診察時や入院中の受け答えに比して，圧倒的に言葉数が増えている。 
・学校や学園等で，他害行為はもちろん物にも怒りが向かなくなってきていることから

も心的安定が図られていることが窺われる。本人の自己マネージメント能力に見合っ

た枠組みや内容があるため，落ち着いて過ごせるようになってきたのだろうと思われ

る。 
《学校の評価》：Ａ教諭 

・６月以後の学校での実施内容や，７月と 10 月に記録したＴＲＦプロフィールの結果を

示したうえで，かなり落ち着いてきており心的安定が図られていると思われると発言

する。 
・「何かが欲しい」「○○と会いたい」というような考えが出始めると，執拗にその考え

から離れることができず，叶えられないとその腹いせに器物損壊や他害行為へと発展

することがあったが，最近ではそうした行為は全く見られず，無理だとわかるとあき

らめたり別の考えに切り替えることができるようになってきている。 
《学園の評価》：Ｘ指導員 

・退院後，７月に一度大きく荒れたことがあったので，夏休み・９月と警戒をしてきた

が，想定していたような行動は見られない。本人の中で，「これ以上はしてはいけない」

というように考えることができるようになってきているように思われる。 
・一度要求をすると，ひたすら要求が膨らんでいくことが常であったが，最近は，要求

しても「また今度ね」と言われると，気持ちを切り替え要求しなくなるようになって

きている。特に，夜間の要求は職員に緊張感が走るが，他害や器物損壊などの大きな

行為には至らなくなってきている。 
・母親との面会時には，職員がいないと要求が出そうになることも多い。 

 
学校での課題 

・環境をコントロールする方法で３ヶ月実施してきたが，いつかは社会化を図っていか

なければならないと考えている。そのため，次の段階として，登校時または下校時の

自主送迎を，順次スクールバスに切り替えていきたいと考えている。これらはおおよ

そ１ヶ月単位で評価し判断していきたいと考えている。そうしたわずかな社会化を図

ったうえで，統制環境のまま登校日数を増やしていくなど一般社会生活に見合った登

校日数に持って行く段階へ移行していければと考えている。基本的に，集団への社会

化は個人の変化だけでなく集団そのものの変化が伴わないと難しいと考えている。 

ＹDr・・・３ヶ月で判断するのは早い。あくまで中間まとめ的でよいと思う。ここ

であせるとせっかく積み上げてきた物が崩れてしまう，つまり失敗を

れるのだが。→→「取り組み内容を理解している者は評価している。」 
・卒業後を見据えての方法だろうと思うが，まっとうな社会人になることを目指

すよりも，「生きていて良かったと思ってもらえるような人間になって欲しい」

というのが病院側の願いである。本人の能力を考えると様々なルールを理解す

ることは難しい。それよりも，絶対的に信頼できる一人の大人（キーパーソン）

を作ることが重要だと考える。→→「その方向で考えている。」 
・学校教育は問題行動を起こさないための特別支援が必要と考えるが，それは上

手くいかないことに対する否定から始まるのではなく，「失敗はしたけど自分は

頑張ってきた」と思えるセルフエスティーム（自尊感情）を高める指導が必要

なのではないか。→→「全くの同感である。」 
・矯正教育モデルを学校教育に適用することに対し，教育委員会は了解している

のか。一気に適用するのはきついように思われもう少し柔軟な姿勢が必要なの

ではないか思われる。何はともあれ，芦特が他の学校から孤立することのない

よう，事前の根回しが必要なのではないかと思われる。 
・全てを統制するのではなく，できていることや達成していることについては集

団の中で，一人の教師を貼り付けて実施していくことはできないのか。 
→→「固定的に考えるのではなく柔軟な対応をしていきたいと考える。」 

・保護者をはじめとする様々な外野席からの声に対し，何らかの方法を提示しな

ければならないことについては一定理解できる。 
（子ども家庭センターより質問・意見） 

    ・薬物調整など，昨年までの方法を継続しないでよいのか。 
・彼に対するセフティーネットをかけていくためにも，このようなカンファレン

スが今後も引き続き定例的に実施されていくことが必要と考える 
・一方で，警察の方へも状況説明をし，必要に応じて警察の支援も受けられる体

制を作っていきたいと考えている。 

（Ｓ学園より意見） 

・一人の子どものことに対し，これだけ多くの方々が真剣に考えてくれているこ

とに対しとても嬉しく思う。学校も真剣に考えてくれていることに感謝する。

その一方で，固定化したプログラムではなく柔軟な方法で望んで欲しい。 
・守るべきルールも多すぎる。もっと少なく簡単にして欲しい。現在も KM 児の

部屋には「こわさない」「なぐらない」「けがをしない」の三つの約束を紙に書

いて壁に貼っている。 
 
 
 

 

退院後，当分の間は学校の提示する方法を実行するが，内容についてＳ 学園と協議し

ながら，段階の前倒しを図るなどの柔軟な対応をしていく。 

招いてしまう可能性は高い。自分の責任で上手くやっていけるように

なるまで，最低６ヶ月は様子を見るべきだ。 

Ａ・・・・・・私たちも最低 12 月まで，つまり６ヶ月間は，現行の登校日数をはじ

め体制・内容を変えようというつもりはない。大きな枠組みは残した

まま，小さなバリエーションを広げていきたいと考えている。 

ＺDr・・・・・どの方法をとるかは，本人とよく相談したうえで決められればよい

と思う。仮に失敗をしたとしても「大丈夫だよ，やり直せばいいんだ

よ」というようなセフティーネットをかけておくべきだと思う。 

・女性教員との接し方の理解が十分でなく，甘えたりべたべたしたりするような行為や，

時には膝枕を要求したりするなど非常に大きな喫緊の課題だと考えている。このよう

な場合，女性教員も一緒になって指導した方がよいのだろうか。 

ＹDr・・・ 女性教員との接触回数を減らし（なるべく遠ざけ），男性教員で指導す

べきだ。知的に幼いと言っても身体的には 17歳の身体になっている。

膝枕を要求するなどは許されるものではない。 

Ａ  ・・・・それは例えば，「そういう行為は犯罪に当たる」というようなルール

的な指導なのか，あるいは「そうした行為は相手は嫌がる」というよ

うな人権や心情的な指導なのか？ 

ＹDr・・・・・言葉で言っても理解は難しいだろう。むしろ目に余る行為に対して

肩を叩くなど，「それ以上はダメ」というメッセージを込めた方がわ

かりやすいだろう。 

ＺDr・・・・・幼少期の育ちの環境が複雑で，人との接し方が十分に育てられない

ままに大きくなってきている。人との関係についても「時間」「場所」

「よい・悪い」など解りやすい枠組みを設定することが必要だろう。 

学園での課題 

・将来を考えると自宅に戻れる可能性は極めて低いとは思うが，母親と上手く関係がと

れる状態にしていきたいと考えている。そのため，一人の職員だけが対応するのでは

なく，どの職員が同席しても母親に要求が向かないようにしたいと，母親面会日の職

員を換える取り組みをしている。今後は，場所を変えた一時外出や１泊２日程度の一

時外泊なども取り入れて行きたいと考えている。 
ＹDr・・・・・母親の問題は大きいが，揺れるのはある程度仕方ないと思う。目先

を変えることは重要である。一時外出などで，母親に要求しないとい

う約束が守れないかもしれないと不安なら職員がついておく方がよ

いだろう。「決められた場所」で，「決められた時間」だけ面会すると

いう方法もある。それは街中の喫茶店のような所でも良い。 

ＺDr・・・・・母親との関係は幼児レベルだろう。母と二人きりの関係で，「やらな

ければならないこと」「やるべきこと」を明確にして，それだけを行

うという方法もある。 

 
●母親との距離間をどうとっていくのか 
●一般社会でも社会性を持って生活していける状態までもっていくのか 
●何時までに結果を出せばよいのか 

など，残された課題はまだ多い。 
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ともに，自己調整力（self-control）を育んでいくため
の訓練を実施するために，種々の欲求やストレスを引
き起こす刺激を除去することを最優先した個別抽出指
導を中心とする指導環境調整を実施した。主たる指導
者は，Ａ児の女性への愛着欲求が強いことなどを考慮
して男性教員２名に限定した。指導環境調整の実施に
あたって矯正教育機関で活用されている段階的指導環
境調整の手法を用いたことは先述したとおりである
が，それらの手法を本校で独自に加工し，各段階を更
に再分割して実施することとした。段階を再分割した
のは，耐性力が弱く，長期間の我慢を要する内容に適
応しにくいＡ児にとって，短期間ごとに微細な環境変
化が行われる方策の方が有効なのではないかと考えた
からである。具体的には，行動指針や行動内容の価値
観全てを教師側が提示する「統制段階」を，「第一統
制段階」「第二統制段階」「第三統制段階」と３分割し，
月・水・金の週３日の登校と完全個別抽出指導を必須
条件とした。これまでＡ児は３日もたないと言われて

きており，月・火と安定した学校生活を送れても水曜
日には崩れた。水曜日にＡ児が興味を示す職業教育（職
業の時間）を組み入れても大きな変化は見られなかっ
た。
　雑多な誘惑や刺激を伴った学校という社会の中でＡ
児の受けるストレスは必要以上に大きいのではないか
と考えられた。多数の大人と生徒達が混在する環境に
溢れていると考えられる多くの刺激を一旦除去し，学
習に集中しやすい環境を作ること，高等部生徒として
求められる主体的行動や自律的行動などの価値観から
くるストレスからＡ児を一旦解放することが必要と考
え，学園と協議したうえで，登校日数週三日，カウン
セリングルームでの個別抽出指導を必須条件とした。
　さらに，「第一統制段階」を“第一統制段階の１”“第
一統制段階の２”“第一統制段階の３”と細分割し，「学
園と学校相互の自主送迎」「登校時のみスクールバス
の利用」「登下校ともにスクールバスの利用」という
ように，登下校の場面での社会化を順を追って図って

Fig. 5　TRF 行動プロフィール
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いくようにした。「第一統制段階」の全てのステップ
を踏んだ後の「第二統制段階」では，登校日数を週４
日に増やし（うち１日は午前のみで自主下校），「第三
統制段階」で完全週５日登校（うち２日は午前のみで
自主下校）へと移行していくように計画した。また，
教師側の行動指針や行動内容の価値観に基づいて集団
参加を促す「参加段階」においても，抽出個別指導を
基本としながら，職業の時間のみ学年集団に参加する
ことを条件とする「第一参加段階」，職業の時間と全
校行事の際に学年集団に参加することを条件とする

「第二参加段階」に２分割して実施するよう計画した。
　2）指導内容
　一方，指導カリキュラムとしては，「朝礼」「格技」「作
業」「総合的な学習」「教科」などをルーティンワーク
的に配置した。カリキュラムの配置にあたっては，「格
技」や「作業」を動的プログラム，「総合的な学習」
や「教科」を静的プログラムと位置づけ，動的プログ
ラムで身体全体を覚醒させた後に，集中力や思考力を
必要とする静的プログラムを実施するようにしたが，
その時々のＡ児の体調や感情の状況に応じて臨機応変
に対応することも少なくなかった。具体的な指導実践
にあたっては，プロフィール内容より，Ａ児がモデル
として見て育った年長の兄弟や地域の友人ら人的環境
の劣悪さというリスクファクター（広島少年院，
2007）がうかがわれたことから，正しいモデルを示し
ながら，適切な価値観を指導していくととともに大人
への信頼を高めることを目的として，２人の教師が率
先垂範しながらＡ児と一緒に活動することを基本とし
た。個々の指導内容を順に見ると，「朝礼」では，Ａ
児にとって必要と考えられる課題を５項目にまとめた

「五つの誓い」（①命を大切にします，②礼儀正しくふ
るまいます，③仲間を大切にします，④物を大切にし
ます，⑤正義を愛します）と，それをわかりやすい言
葉に置き換えた『五つのやくそく』（①けがをしません，
②人をなぐりません，③物をこわしません，④おこり
ません，⑤ルールを守ります）の両方を毎回唱和させ
るようにした。これらの誓いや約束を「学校のルール
ブック」という小冊子にして，「終礼」の場で約束が
守れたかどうかを自己確認させたうえで，約束が守れ
ていた場合には冊子の各項にシールを貼らせた。「作
業」や「総合的な学習」などの指導では，主たる課題
として「期待と感謝」「実践的職業」「生命尊重」の３
項目を設定し，それぞれに適合する内容を実施してき
た。なかでも，「期待と感謝」の課題は，小学校低学
年から兄弟家族をはじめ，仲間や年長児より馬鹿にさ

れ，誹りを受けることはあっても，他者から期待され
感謝される経験の乏しいＡ児にとって，自己の感情調
整を促す最重要課題と考えられた。他者から喜ばれ感
謝され，そして期待される経験を積み重ねることので
きる学習内容とはどのようなものなのか暗中模索の
日々が続いたが，幸いにもＡ児には，「物作りに興味
がある」「工作機械に興味がある」「年少の子どもたち
を可愛がる」などの傾向があったので，木工作業を通
して小学部の子どもたちが遊べるシーソーやブラン
コ・滑り台などの遊具作りに取り組ませることにし
た。「実践的職業」の課題では，卒業後の職業に実際
的に結びつく内容として，木工作業とは別にポリッ
シャーを用いた教室や廊下の清掃に取り組ませた。ポ
リッシャーを利用した理由は，機械の運転に関心を
持っているＡ児にとって興味を継続できる内容である
と同時に，実際の職場においては報酬の上乗せに値す
る作業内容であると考えたからである。「実践的職業」
の課題では，金銭の取り扱いについても併せて指導し
たいと考え，学園の協力の下，１回あたりの作業につ
いて100円の報酬を支払うようにし，その結果を表に
して壁に貼付した。「生命尊重」の課題では，総合的
な学習の時間を利用して，命の重みを目で見て実感で
きる題材として，東日本大震災で亡くなられた方々の
写真を人数分新聞から切り抜く作業を実施した。一方，

「格技」では，基礎体力の育成や礼儀作法の習得など
を中心課題として，相撲や柔道の基礎練習に取り組ま
せた。
　3）校内判定会議と機関連携
　段階移行にあたっては，校長・教頭・自立活動部長

（担任）・生徒指導部長・支援部長・高等部長・学年主
任・学年担任らで構成される校内判定会議を開催し，
各段階におけるＡ児の様子について協議したうえで進
級承認あるいは現状留置の評価を行った。“第一統制
段階の１”での指導期間は概ね３ヶ月を目安としたが，
その後はほぼ１ヶ月ごとに段階移行するよう計画して
きた。７月に第１回目の校内判定会議を開催したが，
この時点では，段階移行については言及せず，長期休
業期間中におけるＡ児の生活リズムの維持についての
協議を中心とし，部活動への参加を基軸に据えて定期
的に登校させるとともに，２泊３日の生活合宿を校外
で実施することなどが話し合われた。これらの校内判
定会議での協議の結果は，学園や子ども家庭センター
などの福祉機関と医療機関である主治医にも報告し，
本校での今後の教育措置について意見を求めるととも
に，併せて協力依頼も行った。
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【学園】
　居住施設である学園は家庭や家族に代わってＡ児の
生活全般を支える機関であるが故に，学校では見せな
い姿を示すことも多い。「親から捨てられたという極
度の人間不信と，あきらめからくる投げやりで，自虐
的行為・意欲の喪失・暴言暴力行為等の挑発的行為で
相手の出方をうかがう一方で，何とかして欲しい，昔
のように素直な自分に戻りたいとそのきっかけを探し
ている」（上堂， 2011）からこそ，他害行為も学校に
比して学園の方が多い。したがって，学園の協力なし
にＡ児の感情や行動の安定はおよそ見込めないと言え
る。学園との個別協議や数度のケースカンファレンス
が実質的な共通理解の場となり，学園でも現行体制の
中で可能と考えられる実践が始まった。
　学園においては，Ａ児を直接担当する担任指導員や
主任指導員らの取り組みと学園全体としての取り組み
が同時並行的に実施された。具体的には以下の通りで
ある。
① 男性指導員である担任指導員は，父親との生活経験

に乏しいＡ児の直接の窓口として，父親の立場から，
学校と同様，正しい価値観や我慢することなどにつ
いて指導助言するようにした。

② 主任指導員を中心とした女性指導員らは，毎金曜日
の母親面会日を活用して昼食を親子で摂る機会を設
け，母親の立場から，Ａ児との接し方や会話の仕方，
我慢のさせ方などについて母親指導を実施した。

③ 学園全体としては，夜間常駐する職員の数が手薄に
なりＡ児が荒れた場合抑えきれなくなることから，
男性指導員の勤務時間を通常午後８時までのところ
を園児らの就寝時刻である午後９時まで１時間追加
して，３人体制（男性２人・女性１人）の職員体制
を組んで万一に備えることとした。

【病院】
　主治医が担える範囲は薬物療法が中心である。学園
との個別協議や機関連携に伴うケースカンファレンス
などの結果，従来服薬していた薬物に加えて衝動性抑
制のためのストラテラ錠を処方していたが，効果に疑
問があるようなので，新たに抗精神薬であるセトウス
錠（１日あたり最高250mg）を処方することとなった。
また，定期的な外来診察を継続するとともに，心的不
安定な状態に陥った際のシェルター的入院措置の準備
もしておくこととなった。

（2）各機関での実践結果
【学校】
　「日々の様子」を辿ると，６・７月の指導当初は，

「（6/29）朝からトロンとした目をしており，何をする
にしてもうっとおしそうな様子で，一目で調子がよく
ない様子であると感じられた。」「（7/6）職業＊で稼い
だお金で煙草を買いたい。お母さんだったら煙草を
買ってくれる。」というように，Ａ児の行動改善に向
けた意欲の乏しさを感じさせる否定的な内容の記述が
多かった。しかし，２週間もすると「（7/13）今日は
朝からプログラム通りこなすことができた。格技の相
撲もしっかり取り組め，その後の職業＊へもスムーズ
に移行することができた。」「（7/20）４日休みがあっ
たがいつも通りの落ち着いた様子であった。職業学習
の一環として郵便局に行き貯金口座を開設した。通帳
を作るために，自分の名前を書いたり印鑑を押したり
する手続きを実践で練習した。（中略）貯金通帳をと
ても嬉しそうに校長先生に見せていた。」というよう
に，落ち着いた様子に変化している記述が見られるよ
うになってきた。
　８月は，生活合宿に関する記述が中心であり，「（8/12
～14）合宿初日は緊張していたのか落ち着いて行動す
ることができていた。山登りでかなり疲れたのか“も
う帰りたい”と叫んでいたが，それもポーズだったよ
うで，後の夕食準備では積極的に野菜を切っていた。

（中略）風呂ではＢ先生に背中を流してもらい嬉しそ
うであった。」というように，素直に合宿を楽しんで
いる一人の少年の姿が描かれている。
　９月に入り，最初の１週間は体調不良で情緒も安定
していなかったようで，「（9/2）昨晩よく眠れていな
かったのか朝から顔が腫れぼったく眼光にも生気は見
られなかった。朝礼終了後，徐々に呼吸が荒くなり，
突然『ウオー』と大声を出したかと思うと自分の足や
床を拳骨で殴り始めた。」というように，発作的な行
動の出現を示す記述が見られる。ただ，このような場
合でも，以前のように他害行動や器物損壊に訴えるこ
となく，床や自らの足を殴ることで感情や行動をコン
トロールしようとしているＡ児の様子がうかがわれ
る。このような登校時の不快を表す様子は，その後も
しばらく続くが，「（9/9）今日から遊具作りの本格的
な作業に入るということで無理をさせず，朝礼後 
10：30まで仮眠を取らせた後，少し身体をほぐして木
工室での作業に入った。授業は公開で行ったが，やす
りを用いた面取りや木工機械での切断など，幾らかの
工程を自らの力でのみ行うことができていた。」

「（9/12）今日は木工室の都合で10：00には作業を始め
なければならなかったが，素直に応じることができ
た。シーソーの釘留め作業が中心だったが，汗を流し
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ながら取り組めていた。」「（9/14）朝から顔が腫れぼっ
たくとても眠そうな様子だったが，9：45には完成した
シーソーを小学部へ披露する会が予定されていたの
で，説明したうえで朝礼終了後30分だけ仮眠させた。
予定の時刻には自分から起きてきて会に参加すること
ができた。小学部の児童を前に，『僕が作ったので大
切に使って下さい』と挨拶もできていた。」という記
述に見られるように，小学部の児童らのための遊具作
りに取り組み始めてから少しずつ態度に変化が起き始
めていることがうかがわれる。小学部の子どもたちが
遊具で遊んでいる姿を目の当たりにしたり，先生方か
ら感謝の言葉をかけられたりする経験に触れたからな
のか，シーソーに始まった遊具作りは，ブランコ作り，
滑り台作りへと発展してきている。ブランコは，シー
ソー作りで余った木材を活用して，教師側の主動で作
製したが，滑り台作りでは自ら小学部の教師の所へ行
き「次は何が作って欲しいですか」と注文を取りに行
くまでになっていることも「日々の様子」からうかが
われる。
　また，Fig. 5の TRF プロフィールは，グラフ中程
の下の波線より下位の部分が正常域，波線の間が境界
域，波線より上位の部分が臨床域と分かれており，同
年代の比較的落ち着いていると思われる生徒のグラフ
は，全ての項目において正常域の下で折れ線が描かれ
ているのに対し，統制プログラム実施直後（７月）の
Ａ児のグラフは，「ひきこもり」「身体的訴え」「思考
の問題」「注意の問題」「非行的行動」の項目が臨床域
にあり，「不安／抑うつ」「社会性の問題」「攻撃的行動」
の項目が境界域に位置づいており，情緒的に極めて不
安定であることがわかる。一方，統制プログラム実施
後３ヶ月を経た時点（10月）でのグラフを見ると，全
ての項目において正常域まで下がってきており，特に

「不安／抑うつ」「思考の問題」「非行的行動」の項目は，
グラフ右に示されたＴ得点で20～26ポイント低下し，

「ひきもり」「注意の問題」「攻撃的行動」についても
10～15ポイント低下していることがわかる。その一方
で，「身体的訴え」「社会性の問題」は10ポイント未満
の低下にとどまり大きな変化とは言い難い。全般的に
は未だ一般生徒より高い値で推移しているものの，「不
安／抑うつ」の項目では一般生徒よりも低い値まで低
下していることがうかがえる。

【学園】
　学園での様子は，日々の連絡帳や担任との個別のや
りとりを基にして，「日々の様子」の中に併せて記録
するようにしてきた。

　７月の項を見ると，「（7/4）前日，他校の女子生徒
と学園で会い，その学校に転校したいと言い始めた。」

「（7/6）学園に戻ってから，職業＊が辛い，学校に行
きたくないと訴えているようである。以前には見られ
ない要求である。」「（7/11）母親との面会日には，普
段見せないような幼児語を用いて母親に甘えるよう
で，今までに見せなかった姿である。」など，女性に
対する愛着心の強さや学校では見せないＡ児の様子が
うかがわれる。
　８月は学園のキャンプと夏季休業中の全体的総括評
価が記録されている。キャンプに関しては，「（8/17～
18）キャンプでは，幼児グループに入って年齢の低い
児童らの面倒を主に見ていた。荒れることもなく，キャ
ンプそのものを楽しんでいたようである。」と，Ａ児
の安定した様子がうかがわれる。全体的総括評価では，

「夏休みということで，夜間の職員体制を増強して警
戒してきたが，今年の夏休みは大きく崩れてしまうこ
となく，落ち着いて過ごせたことに対しとても安心し
ている。」と，肯定的な評価がなされており，昨年の
同時期とは全く異なったＡ児の心的安定を大きく評価
していることが分かる。
　９月に入ってからは，残暑が厳しく夜間なかなか寝
付けないために，自ら精神安定剤の服薬を希望する回
数が増えており，登校時の体調不良状態とまさに一致
していることがうかがえる。その一方で，「（9/22a）
この夏以来，退行現象を起こしているかのように幼児
語で甘えることが増えている。主任指導員に『お母ちゃ
ん』と甘えてくることも多いが，『はいはい，ちょっ
と待っててね』と言うと素直に受け入れることができ
ている。」「（9/22b）他の園児とふざけて取っ組み合
いをしている時，相手の園児が『痛い，痛い』と言う
と，『やり過ぎてゴメン』と自分から謝り行動を止め
ることができた。」など，Ａ児の行動に今までとは違
う抑制が働き始めていることがうかがえる記述も見ら
れる。

【病院】
　「第１回ケースカンファレンス報告書」の記述を辿
れば，「ルールや取り組みをはっきりさせていくこと
は本人にとってはわかりやすいことだろう。また，時
間を制限することも良いが，いきすぎるのは良くな
い。」「卒業後を見据えての方法だろうと思うが，まっ
とうな社会人になることを目指すよりも，生きていて
よかったと思えるような人間になって欲しいというの
が病院の願いである。本人の能力を考えると様々な
ルールを理解するのは難しいだろう。それよりも絶対
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的に信頼できる一人の大人（キーパーソン）を作るこ
とが重要だと考える。」「全てを統制するのではなく，
できていることや達成していることについては集団の
中で一人の教師を貼り付けて実施していくことはでき
ないのか。」というように，当初，主治医は本校のＡ
児に対する環境調整を含めた教育措置について，両手
を挙げて賛成するという立場にはなかった。
　しかし，「第２回ケースカンファレンス報告書」では，

「これまでの定期診察時や入院中の受け答えに比して，
圧倒的に言葉数が増えている。」「学校や学園等で，他
害行為はもちろん物にも怒りが向かなくなってきてい
ることからも心的安定が図られていることがうかがえ
る。本人の自己マネージメント能力に見合った枠組み
や内容があるため，落ち着いて過ごせるようになって
きたのだろう。」と，学校での指導環境の調整やその
内容について肯定的に評価するばかりでなく，「３ヶ
月で判断せず，最低６ヶ月は現状の取り組みを継続す
べき」と，安定状態の維持に向けた継続した実践への
期待を示唆するに至っている。

Ⅳ．考　察

　本実践研究は，「統制環境における学び」と「機関
連携によるチームワーク」の２点に特徴を持ってい
た。以下で，この２点の有効性について考察する。

（1）心的安定を促す統制環境での学び
　1） ストレスマネージメントに基づいたカリキュラ

ムや学習環境の調整
　学校のカリキュラムを不変なものとして捉えるので
はなく，個々の生徒の状況に応じて柔軟なカリキュラ
ムを実施していくことは，特別支援教育においてはま
さに重要な要件であると考える。６月以降，Ａ児の学
校への登校日数は月・水・金の週３日となった。１日
集中して頑張れば次の日は学園での自主学習である。
ストレスなどにより３日と持たなかったＡ児も，リ
ラックスした状態で新たな登校日を迎えることができ
るだろう。「日々の様子」からもうかがえるように，
６月以降，学校・学園ともに大きく崩れていないこと
がそのことを物語っている。また同様に，６月以降，
Ａ児は学籍を置いていた高等部２年の教室から離さ
れ，カウンセリングルームでの個別指導を受けてい
る。ストレス耐性が極めて弱いＡ児にとって，ストレ
スの元となる集団環境というストレッサーから一旦遠
ざかることが，ストレス回避のための有効な策となり
得たであろうことは， 上述の 「日々の様子」 だけでな

く， TRF プロフィールの「非行的行動」や「攻撃的
行動」の低下などからもうかがい知ることができ，Ａ
児の心的安定を保持するためにも，静かで多くの刺激
にさらされない環境が用意されることは必要な措置で
あったと考える。そこでの指導内容としては，午前中
は主に身体を覚醒させるための「格技」や「作業」な
ど活動を主とした動的プログラムが，午後からは「総
合的な学習の時間」や「教科」など机上学習中心の静
的プログラムがそれぞれの曜日の決まった時刻にルー
ティンワーク的に配置されていた。動的プログラムに
よって身体や脳を十分に覚醒させておけば，落ち着い
て学習に向き合うことも可能となる（Taylor, 2006）。
また，ルーティンワーク化することで，何時には何の
学習をするのか常に見通しを持つこともできる。わか
りやすく構造化された生活環境の中では子どもは安定
化しやすくなる（小栗， 2010）。
　2）感謝され期待される経験
　Ａ児が幼少期から異父長兄らの暴力にさらされ，「安
全基地」を提供してくれるべき母親（茂木， 2005）か
らの愛情もまた十分に受けることができず，小学校時
代には，上級生や同級生らからは「害児」の誹りを受
け，およそ自己の存在意義を見いだすことが難しかっ
ただろうことは，プロフィールの記述からも容易に察
しがつく。その結果，仲間欲しさからの万引きや窃盗
に手を染め，その行為が社会的に容認されないが故に
叱責を中心とした生徒指導の対象となり，それへの反
発から怒りにまかせた窓ガラスの叩き割りや対教師暴
力に及ぶという悪循環が続いてきた。このような状況
の中，およそ自己肯定感や自尊感情を高めるに至るは
ずもないであろうことは想像に難くない。そんなＡ児
にとって今最も必要としている肥やしは，他者からの
感謝と成功体験の積み重ねによる「自己有能感」の育
み（中間， 2007）であり，その結果としての，上手く
いかない時でも自分なりに頑張った“これでよいのだ

（good enough）”と思える「自尊感情」（Rosenberg, 
1989）の高まりであろうと考える。そのように考えれ
ば，小学部の子どもたちが自分の作ったシーソーやブ
ランコで遊んでいる姿は，Ａ児にとってはまさにかけ
がえのない成功体験であり，多くの教師達からの感謝
やねぎらいの言葉がＡ児の「自己有能感」を芽生えさ
せ始め，「次は何が作って欲しいですか。」という前向
きな言動へとつながっているのではないかと思われ
る。そして，その結果として，何をどうすればよいの
か，今自分は何がしたいのかが少し考えられるように
なることで，TRF プロフィールに示された「思考の
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問題」や「注意の問題」の大きな改善に寄与している
のではないかと考える。
　3）固定化した関係での活動の共有
　統制段階においては，生徒の状況に応じて，指導す
る教師の行動内容や価値観の統制も図られなければな
らないだろう。主治医が言うように，指導者としての
大人への絶対的な信頼が心的安定と安心を導くのであ
るとするならば，身近な信頼できる大人との間で「体
験の共有」と「感情の共有」がなされなければならな
いことは必定である。これらの共有がなされて初めて
感情と行動が統合化され（近藤，2007），心的安定が
もたらされるからである。Ａ児との間に信頼関係を育
んでいくためには，指導者自らがＡ児のモデルになら
なければならないこともまた必定である。「服装」「言
葉遣い」「モラル」「誠実な態度」などなど，指導者の
一挙手一投足がＡ児のモデルとなるはずである。幼少
期より劣悪なモデルにさらされてきたＡ児にとって，
男性教師の持つ父性と正しいモデルとの出会いが間違
いなく必要であったことは，TRF プロフィールの「不
安／抑うつ」や「ひきこもり」などの項に見られる大
きな改善からもうかがわれ，固定化された男性教師の
発揮する父性がＡ児に安心感をもたらし，その結果心
的安定が図られるとともに，「信頼できる大人」（田中，
2008）としての適切な依存が可能となってきたものと
考えられる。Ａ児の示す素直な少年の姿は，家族同様
に固定化された関係での男性教師らの父性の発揮が，
Ａ児に育て直しの効果をもたらしたと言えるのではな
いだろうか。

（2）機関連携によるチームワークの有効性
　本実践研究のもう１つの特徴である機関連携による
チームワークの特筆すべきことは，各々の機関が，「Ａ
児の卒業後の社会生活」という共通の視点を持ちなが
ら，自らの限界を知りつつ可能な範囲で誠実に実践を
積み重ねていることであろう。学校は教育機関として
できる可能な限りのことに取り組み，学園は男性指導
員・女性指導員それぞれの役割を分けた取り組みと組
織的な取り組みを実行し，病院の主治医は薬物調整に
取り組んでいる。それぞれの取り組みが互いにリンク
し合いながらＡ児の安定を生み出しているものと思わ
れ，度重なる各機関間の個別協議と数度のケースカン
ファレンスによる成果と言っても過言ではない。意見
交換を通して，「共通の理解を育むことを基礎として
新しい知性が生まれはじめ，人々はもはや本質的には
対立をせず，相互に影響しているともいえず，むしろ
この共通の意図のプールに入ってたえず発展し変化で

きるようになる」（Senge, 1990）というチーム学習が
成立していると考えられる。個々の機関が自己の立場
のみの主張に終始するのではなく，意見交換をするこ
とで互いに何ができ，何が限界なのかを知り，互いの
取り組みを尊重し感謝しながら自らの実践を発展させ
ていく時チーム学習が成立し，チームワークが生み出
されるのであれば，機関連携の意義はまさに意見交換
を通したチームワークの形成に他ならないだろう。

Ⅴ．今後の課題

（1）インクルーシブな価値観の醸成
　本研究では，「統制－参加－委任」という段階的指
導環境調整のうち統制段階に注目して論を進めてき
た。決して社会化を急いでいるわけではないが，いつ
かは社会化を図っていかなければならないことは，研
究を始める前からの懸案事項であった。段階的移行を
標榜しているものの，次の参加段階で上手くいく保障
はない。仮に参加段階を上手く通過したとしても，委
任段階で躓くかもしれない。重要なことは，各段階で
どのような指導がなされるのか，参加する社会でどの
ような支援が受けられるのかということであろう。マ
イノリティーの世界で努力を重ねマジョリティーな社
会へと移行したとしても，マジョリティーの社会その
ものに変化が見られないなら，また元の木阿弥に陥っ
てしまうことは必定である。人一人が行動変容を起こ
していく過程は，どのような社会でも即般化していけ
るほど強固なものではないことは想像に難くない。
個々人の行動変容を促すと同時にマジョリティーの社
会にもまた変化が求められる，まさにインクルーシブ
な学校社会の構築が今後の本校にとっての大きな課題
と言える。

（2）ルールとマナーの醸成
　一方，卒業後を視野に入れて取り組んではいるもの
の，Ａ児にも30歳，40歳になる時がやってくることは
自明の理であり，学校生活以上に長い社会生活に思い
を馳せていくことは重要である。現状では，自己の「感
情コントロール力（self-control）」の育成と不適切な
行 動 に つ な が る 種 々 の 誘 惑 を は ね 返 す「 弾 力

（resiliency）」の育成を長期目標に設定しているが，
他者との適切な関係の取り方や法令等の社会的ルール
の理解と遵守もまた，円滑な社会生活を送る上で極め
て重要な要素であると考える。男性の場合と比して，
女性と接する態度が極端に幼児化したり馴れ馴れしく
なったりする現状や，TRF プロフィールでの「社会
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性の問題」の項に大きな変化が見られていないことか
らも，Ａ児にとって対人関係（特に女性との関係）に
おける距離間やマナーを学んでいくことは，法令等に
逸脱しない社会的ルール（含アルコールや薬物への依
存）の理解と遵守同様，今後の大きな課題となること
は間違いない。
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